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船舶事故調査報告書 

 

平成２９年１０月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年３月４日 ０６時０５分ごろ 

発生場所 鹿児島県鹿児島市鹿児島港本港区 

鹿児島港新港北防波堤灯台から真方位０２０°１５０ｍ付近 

（概位 北緯３１°３５.１′ 東経１３０°３４.３′） 

事故の概要 油タンカー岩崎
いわさき

丸は、北北西進中、また、遊漁船ゴールデントクエ

イは、南南西進中、両船が衝突した。 

ゴールデントクエイは、釣り客３人が負傷し、左舷中央部外板の亀

裂等を生じ、また、岩崎丸は、左舷船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 平成２９年３月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 油タンカー 岩崎丸、５５トン 

１３１２７３、岩崎産業株式会社 

２４.９９ｍ×６.１０ｍ×２.６０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１７６.５２kＷ、平成元年５月１２日 

Ｂ 遊漁船 ゴールデントクエイ、４.８トン 

ＫＧ３－４１３３９（漁船登録番号）、個人所有 

９.９０ｍ（Lr）×３.２８ｍ×０.９５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２７９.４９kＷ、平成４年６月１３日 

第２９５－４７１５５号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３４歳 

四級海技士（航海）（履歴限定） 

免 許 年 月 日 平成２１年８月１７日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２７年１０月５日 

免状有効期間満了日 平成３１年９月８日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１３年９月１７日 

免許証交付日 平成２９年２月１５日 

（平成３３年９月２７日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 軽傷 ３人（釣り客） 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷中央部外板に亀裂、後部甲板オーニングが倒壊 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日出時刻：０６時４１分ごろ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、積荷である舶用燃料油を積載

する目的で、０５時４５分ごろ、法定灯火を表示し、鹿児島港本港区

に向けて鹿児島港外港（鴨
かも

池
いけ

港）を出発した。 

Ａ船は、鹿児島港新港区東側の新港航路付近に至り、約６.５ノッ

トの対地速力で北北西進した。 

船長Ａは、右舷船首方の本港区の南防波堤越しに明かりを認め、そ

の後、明かりが移動したので、南防波堤で遊漁船が釣り客を瀬渡しし

ている様子を何回も見ていた経験から、その明かりが南防波堤に釣り

客を瀬渡しし終えて防波堤から離れている遊漁船のものだと思った。 

船長Ａは、Ａ船が南防波堤の南端付近に至って本港区内を目視で確

認できる状況となったとき、作業灯とサーチライトを点灯させて停船

しているＢ船を認めた。 

船長Ａは、Ｂ船が前進し始め、Ａ船の前路に向かって来る状況とな

ったことから衝突のおそれを感じ、Ｂ船との衝突を避けようとして主

機を中立運転、続けて全速力後進とし、右舵一杯を取った。 

Ａ船は、０６時０５分ごろ、左舷船首部がＢ船の左舷中央部と、続

けて左舷後部と衝突した。 

Ｂ船は、船長が１人で乗り組み、南防波堤での瀬渡し及び鹿児島市

谷
たに

山
やま

沖での遊漁を行う目的で、０５時４０分ごろ、法定灯火を表示

し、前部甲板と後部甲板の各作業灯及び前部甲板に設置した船首方を

照らすサーチライトを点灯させ、釣り客２人を乗せて本港区の定係地

を出発し、本港区内の別の岸壁に立ち寄って釣り客９人を更に乗船さ

せ、南防波堤に向かった。 

Ｂ船は、南防波堤南端から約３０ｍ北東側の防波堤階段部付近に船

首を押し着け、釣り客２人を瀬渡しした後、後進して同防波堤から離

れ、南防波堤と新港区の北防波堤との間に向けて前進を始めた。 

船長Ｂは、高速力で南防波堤南端を回って本港区内に入ってくる小

型船を見掛けたことがあったので、左舷方の同防波堤南端付近を気に

しながら同防波堤に沿って航行した。 

Ｂ船は、南防波堤南端付近に至って左舷方の沖側を見通せる状況と

なったとき、船長ＢがＢ船に接近するＡ船の存在に気付いて右舵を取

ったが、間に合わないと思い、キックで衝突を避けるつもりで左舵一

杯とし、増速しようとしたところ、Ａ船と衝突した。 

船長Ｂは、痛みを訴える釣り客がいたので直ちに定係地に戻ること
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とし、その途中で１１９番通報を行い、着岸後、負傷の有無にかかわ

らず診察を受けさせるつもりで、後部甲板に乗船していた５人の釣り

客を救急車に乗せた後、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

Ｂ船の釣り客は、病院に搬送され、１人が左鎖骨遠位端骨折等と、

２人が頭部等の打撲とそれぞれ診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、汽笛を使用することがほとんどなかったので、Ｂ船が前

進を始めてＡ船の前路に向かって来る状況となったとき、汽笛を吹鳴

して自船の存在を示すことに思い至らなかった。 

船長Ｂは、ふだん、南防波堤で釣り客を瀬渡しした後は、南防波堤

から十分に離れ、本港区内で大きく回って南防波堤と北防波堤の間か

ら沖側の状況を確認して前進を開始していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、鹿児島港本港区の防波堤入口に向けて北北西進中、船長Ａ

が、Ｂ船が前進を始めてＡ船の前路に向かって来る状況となったこと

を認めたものの、汽笛を用いて注意を喚起しなかったことから、Ｂ船

と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、汽笛を使用することがほとんどなかったことから、汽笛

を用いることに思い至らなかったものと考えられる。 

Ｂ船は、鹿児島港本港区の防波堤入口に向けて発進する際、船長Ｂ

が、前方の見張りを適切に行っていなかったことから、同入口に向け

て入航するＡ船に気付かず、同入口に向けて南南西進中、Ａ船と衝突

したものと考えられる。 

船長Ｂは、高速力で南防波堤南端を回って本港区内に入ってくる小

型船を見掛けたことがあったことから、左舷方の同防波堤南端付近に

目を向けていて、前方の見張りを適切に行っていなかったものと考え

られる。 

原因 本事故は、日出前の薄明時、鹿児島港において、Ａ船が同港本港区

の防波堤入口に向けて北北西進中、船長Ａが、Ｂ船が前進を始めてＡ

船の前路に向かって来る状況を認めたものの、汽笛を用いて注意を喚

起せず、また、Ｂ船が同入口に向けて発進する際、船長Ｂが、前方の

見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えら

れる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 

・防波堤等の突端を左舷に見て航行するときは、できるだけ同突端
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から遠ざかって航行すること。 

・自船の存在に気付いていないと思われる他船を認めたときは、早

期に汽笛を吹鳴して自船の存在を示すことが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

事故発生場所 

（平成２９年３月４日 

０６時０５分ごろ発生） 鹿児島港新港北防波堤灯台 

鹿児島港 本港区 

鹿児島港 新港区 

鹿児島県 

鹿児島市 

新港航路 

鹿児島港 外港 
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進
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